
 
 
◆雪捨てが終わったら、誘導員の指示に従い退出
してくだい。 

 

 

広域雪置き場の利用の際に搬入報告書の提出が必要になります！ 
                           ※２トン未満の車両は提出不要です 

 

市民の方に広域雪置き場を長期間、適正に 

利用していただくため、雪の搬入の際に 

搬入報告書の提出が必要になります。  

皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 

 

 

 

・２トン以上の車両で搬入する場合、搬入報告書の提出 

が必要です。※２トン未満の車両で搬入する場合、搬 

入報告書の提出は必要ありません。 

・搬入報告書の提出が無いと、雪の搬入が出来ません。  

搬入の際は忘れずにお持ちください。 

・運搬車両 1台につき、搬入報告書が 1枚必要です。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

搬入を依頼した

場合の書き方 
◆搬入報告書を記入してください 
※市内の広域雪置き場に共通した搬入報告書です 

 
 

◆搬入報告書を雪置き場の入り口にいる確認者に 
提出し、確認を受けてください。 

 

市ホームページから印刷してご使用ください。 
右の記入例を参考に作成してください。 

 ◆雪置き場の中に進み、雪を捨ててください。 

 
ご注意ください 

 
ご利用の流れ 

 

お問い合わせ先 

天童市建設部建設課 維持係 

☎ (023)654-1111 内線 416 

ご自身で搬入す

る場合の書き方 


